
令和８年４月６日 

庁議室 

裏面あり 

 

荒川区町会連合会会議次第 
 

１ 会長あいさつ 

 

２ 区民生活部長あいさつ 

 

３ 議題 

（１）関係団体からの依頼事項 

①第40回川の手荒川まつりポスター掲示について 

②第40回川の手荒川まつりの開催に伴う交通規制の実施について 

(川の手荒川まつり実行委員会) ························ ３～７ページ 

 

③地域コミュニティを支える組織・団体に関するアンケートの結果について 

(公益財団法人荒川区自治総合研究所) ·············· ８～３６ページ 

 

（２）区からの依頼事項 

④シルバーパス購入費助成事業(４月～９月)のポスター掲示について 

⑤高齢者向けデジタル相談窓口の開設について 

 (高齢者福祉課) ······································ ３７～４１ページ 

 

⑥第１６回あらかわバラの市のポスター掲示について 

⑦あらかわ「緑・花」応援事業のポスター掲示について 

(土木管理課) ········································ ４２～４５ページ 

 

⑧学校施設用地の拡充に関する情報提供等について 

(教育施設課) ··············································· ４６ページ 

 

⑨荒川コミュニティカレッジ第１６期受講生募集のポスター掲示について 

(生涯学習課) ········································ ４７～４８ページ 

 

⑩令和８年度防災事業について 

(危機管理課) ········································ ４９～５６ページ 

 

⑪「町会・自治会についてのアンケート」の実施について 

⑫令和８年度町会・自治会に対する主な助成金について 

(地域つなぐ課) ······································ ５７～６５ページ 

 

（３）町会連合会運営事項  

⑬令和７年度実務担当者研修会のご報告について 

(地域つなぐ課) ······································ ６６～７０ページ 
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（４）東京都からのお知らせ  

⑭町会・自治会デジタル化推進助成について 

⑮町会・マンション みんなで防災訓練について 

(地域つなぐ課) ······································· ７１～８１ページ 

 

４ 情報交換 

 

５ 次回   ５月７日（木） 午後２時 議員待遇者控室 
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７荒産観第９０６号 
令和８年４月６日 
（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会長・自治会長 殿 

                     

                     荒川区産業経済部観光振興課長 

                               渡部 雅人 

  

第４０回川の手荒川まつりポスター掲示について（依頼） 

 

 日頃から荒川区の観光行政にご協力を賜りありがとうございます。 

 荒川区では、ふるさと荒川の郷土意識の高揚、豊かな地域社会づくり、観光振興

による賑わいの創出等を目的に川の手荒川まつりを開催しており、今年も４月２９

日（水・祝）に南千住野球場で開催する予定です。 

 これにつきまして、より多くの方々へご来場いただけるようポスターを作成いた

しましたので、各町会掲示板にご掲示いただき、ご周知下さいますようお願い申し

上げます。 

 

記 

 
１ 第４０回川の手荒川まつり概要 
（１）開催日時  令和８年４月２９日（水・祝）雨天決行 
          午前１０時から午後４時まで 
（２）会  場  南千住野球場 
（３）主  催  川の手荒川まつり実行委員会、荒川区 

 
２ ポスター掲示依頼内容 
（１）ポスター依頼枚数 町会掲示板数 
（２）ポスター掲示期間 到着日から令和８年４月２９日まで 
 （３）ポスター配布方法 ４月中旬に区からの交換便で各町会へ配布します 
 

＜お問合せ＞ 

荒川区産業経済部観光振興課 

担当：加藤、野村 

電話:３８０２‐４６８９ 

3



4



７荒産観第９０６号 
令和８年４月６日 
（ 公 印 省 略 ） 

 
各町会長・自治会長 殿 

荒川区産業経済部観光振興課長 

渡部 雅人 
 

第４０回川の手荒川まつりの開催に伴う交通規制の実施について 
 
日頃から荒川区の観光行政にご協力を賜りありがとうございます。 
荒川区では、ふるさと荒川の郷土意識の高揚、豊かな地域社会づくり、観光振興による

賑わいの創出等を目的に、下記のとおり第４０回川の手荒川まつりを開催いたします。開

催に当たりまして、来場者等への安全面を考慮した交通規制を行います。 
 近隣住民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力賜りますようお願い申し

上げます。 
 

記 
 

１ 第４０回川の手荒川まつりについて 
 （１）開催日時 

令和８年４月２９日（水・祝）午前１０時～午後４時 雨天決行 
    ※ パレードは、午前９時３０分～１０時 
 （２）会場 

南千住野球場 
 （３）開催概要 

別紙のとおり 
 

２ 交通規制の実施について（別紙「パレードコース図」のとおり） 

  交通規制場所 千住間道（パレード通過のため片面） 

         会場前道路（パレード通過のため両面） 

  規制時間   午前９時３０分～１０時 

         ※ パレード通過後、順次交通規制解除 

 

＜お問合せ＞ 

荒川区産業経済部観光振興課 

担当：加藤、野村 

電話:３８０２‐４６８９ 
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第４０回川の手荒川まつり開催概要 

１ 目的 

  ふるさと荒川の郷土意識の高揚、豊かな地域社会づくり、観光振興による賑わい

の創出等を目的とした各種イベントを開催する。 

 

２ 開催日時 

令和８年４月２９日（水・祝）午前１０時～午後４時 雨天決行 

※パレードは午前９時３０分～１０時（雨天中止） 

 

３ 開催場所 

  南千住野球場ほか 

 

４ 実施内容 

（１）川の手荒川まつり 

  ① パレード（区内団体によるマーチングバンド等） 

② ステージショー（区内団体による音楽、舞踊等） 

③ 出店・展示コーナー（交流都市の特産品の販売、各種団体の PR 等） 

④ アトラクション（キャラクターショー等） 

⑤ 交流都市交流会 ※荒川総合スポーツセンター１階小体育室にて実施 

⑥ 第４０回記念事業（ステージショー、交流都市抽選会、記念グッズの配布） 

（２）第４７回商業祭（同時開催）  

① 商業祭バザール 

② 模擬店 

③ 抽選会 
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第40回川の手荒川まつりパレードコース図

【コース概要】
＜ 出発地点 ＞ 第一中学校
＜ゴール地点＞ 南千住野球場
＜ 距 離 ＞ 約６５０ｍ
＜ 所要時間 ＞ 約２５分

【隊列調整前（到着）】
先 頭 ９：３５
※隊列調整５分

【隊列調整後（出発）】

先 頭 ９：４０
最後尾 ９：４３
※音出し開始

【ゴール・楽器置場・解散】

先 頭 ９：４６

最後尾 ９：４９

先 頭 ９：４４

最後尾 ９：４７

先 頭 ９：４２

最後尾 ９：４５

先 頭 ９：３２

最後尾 ９：３７

【スタート】

先 頭 ９：３０

最後尾 ９：３５

このあたりで隊列を2列

→4列に変更

（セブンイレブンを先頭

に停止し順次隊列変更）
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1 
 

 

 去る令和 7 年 7 月に、町会・自治会の代表者の方々に「地域コミュニティ
を支える組織・団体に関するアンケート」にご協力いただきました。このたび、

最初の分析結果をまとめましたので、その結果をご報告いたします。 
質問ごとの、度数分布表やわかったことについて、別冊子をご覧ください。

ここでは、特に重要であったり、興味深いと感じた知見についてまとめます。 
 

① 荒川区の町会・自治会の基本情報について 

  設立時期は戦後 20年以内の団体が 7割。一部は戦前にさかのぼるところや、反対に、
平成以降に設立された新しい団体もある。 ⇒冊子 1ページ 

  自治会の規模は、年間予算で 200 万～500 万円未満の団体が 6 割と比較的小規模な
団体が多いが、年間予算 1,000万円以上、加入 1,000世帯以上の大きな団体も複数存
在する。 ⇒冊子 2ページ 

  役員任期は 1年以上～3年未満が 6割。任期の定め無しが 3割。任期があっても再選
の制限がないところもある。 ⇒冊子 2ページ 

  町会役員の半数は 70 代以上である。代表者は 6 割が 75 歳以上である。代表者は
10~20年の役員歴を持つ者が多い。 ⇒冊子 4ページ、22ページ、23ページ 

② 町会・自治会の活動について 

  町会・自治会の最も重要な役割は「地域住民の親睦」が 6割、「生活環境の維持」が
2割である。 ⇒冊子 5ページ 

  ほとんどの団体は「防災」「防犯」「清掃・美化」「イベント」を実施している。「高齢
者・障がい者支援」「見守り運動」「趣味・文化活動」が各 4割、「子育て支援」が 1
割だった。 ⇒冊子 3ページ 

  地域の課題は「高齢化」9割、「防災」8割、「防犯」・「つながりの希薄化」が各 6割、
「子育て」2割だった。 ⇒冊子 24ページ 

 

【荒川区自治総合研究所】 

「地域コミュニティを支える組織・団体に関する
アンケート（町会・自治会代表者向け）」 

アンケート結果（速報）【概要】 
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③ 町会の新規参加者と勧誘について 

  町会・自治会の過去 10 年での新規参加者を問うと、「ある程度」以上いる町会が 4
割、「あまりいない」が 5割、「ほとんどいない」が 1割である。 ⇒冊子 7ページ 

  町会・自治会への新規参加者の勧誘活動について、6割の団体が「直接訪問」を実施
しており、4割が「不動産業者を通じた勧誘」を行っている。このどちらか、あるい
は両方を行っている団体は全体の 8 割である。また、新規参加者の溶け込みに関す
る取組として、多くの町会・自治会がイベントへの参加促進や役員による声かけを

している。 ⇒冊子 8ページ、9ページ 
 

④ 町会・自治会の課題と必要な区の支援について 

  町会・自治会の課題として「担い手不足」「役員高齢化」を各 9割以上の団体が回答
している。次いで「デジタル化」「活動参加者の減少」「負担の偏在」が各 4割である。 
⇒冊子 11ページ 

  主に担い手不足や高齢化を理由として、2割の団体が「縮小」や「解散」を考えてい
る。なお 5 割は「現状維持」で、3 割は「拡充・発展」を考えている。 ⇒冊子 12
ページ 

  持続的活動のために必要な区の支援として「担い手育成」が最も多く 6割であった。
次いで「補助金」が 5割、「情報発信・デジタル化支援」が 3割である。 ⇒冊子 13
ページ 
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1  

 

 

★回収：８８件（紙５１件、電子３７件） 

★回収率：７３．３％ 

 

問１． 団体名をご記入ください。 

 

問２． 設立年をご記入ください。 

町会・自治会の設立年代について最も多い回答は「戦後10年（1945～1954年）」

で 35 団体（39.8％）であった。次いで、「高度成長前期（1955～1965 年）」が

17 団体（19.3％）、「平成期（1994～2011 年）」が 8団体（9.1％）となってい

る。このことから、荒川区の町会・自治会の多くは、戦後の地域社会の形成期に

設立された団体であることがうかがえる。 

7

35

17

5

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

戦前(-1944)

戦後10年（1945-1954）

高度成長前期（1955-1965）

安定成長期（1974-1985）

平成年間（1994-2011）

設立年代

【荒川区自治総合研究所】 

「地域コミュニティを支える組織・団体に関する 

アンケート（町会・自治会代表者向け）」結果（速報） 
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問３． あなたの団体の年間予算（直近の）規模はどれくらいですか。（当ては

まるものひとつだけ） 

最も多い回答は「200～299 万円」で 20 団体（約 23％）であった。次いで、

「400～499 万円」が 17 団体（約 19％）、「300～399 万円」が 15 団体（約 17％）

となっている。また、100 万円未満の団体が 7団体（約 8％）ある一方、1,000 万

円以上の団体も 6団体（約 7％）あり、町会・自治会の規模には一定の幅がある。 

 

問４． あなたの団体の役員の任期は何年ですか。（当てはまるものひとつだけ） 

 

役員の任期について、最も多い回答は「任期の定めなし」で 28 団体（31.8％）

であった。次いで、「2年以上 3年未満」が 27 団体（30.7％）、「1年以上 2年

未満」が 24 団体（27.3％）となっている。このことから役員任期は、2～3年程

度としている団体が多い一方、任期を特に定めていない団体も一定数存在する。 

  

1

24

27

1

28

1

6

0 5 10 15 20 25 30

1年未満

1年以上2年未満

2年以上3年未満

3年以上

任期の定めなし

わからない

その他

役員の任期

7

9

20

15

17

11

0

6

2

1

0 5 10 15 20 25

100万円未満

100-199万円

200-299万円

300-399万円

400-499万円

500-749万円

750-999万円

1,000万円以上

わからない

未回答

年間予算
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問５． あなたの団体ではどのような活動を行っていますか。（当てはまるもの

いくつでも） 

 

団体の活動内容について見ると、最も多い回答は「防犯活動」で87団体（98.9％）

であった。次いで、「防災活動」が 86 団体（97.7％）、「イベント」が 79 団体

（89.8％）、「清掃・美化活動」が 69 団体（78.4％）となっている。このこと

から、地域の安全確保や環境美化、地域住民の交流を目的とした活動が広く行わ

れていることが分かった。 

  

69

87

86

79

36

12

34

31

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

清掃・美化

防犯

防災

イベント

高齢者・障がい者支援

子育て支援

見守り運動

趣味・文化

その他

活動の内容
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4  

問６． あなたの団体の役員の数（代表者を除く）を年齢層ごとに記入してくだ

さい。 

 

役員の年齢構成について見ると、最も多い年齢層は「70 代」で 733 人（35.4％）

であった。次いで、「60 代」が 432 人（20.8％）、「50 代」が 294 人（14.2％）、

「80 代」が 294 人（14.2％）となっている。一方で、「40 代」は 158 人（7.6％）、

「40 歳未満」は 60 人（2.9％）と少なく、町会・自治会の役員は高齢層が中心

となっている状況がうかがえる。 

 

問７． あなたの団体の会員（一般会員）は、あなたの団体の活動に、どの程度 

参加していますか。（当てはまるものひとつだけ） 

一般会員の活動参加状況について見ると、最も多い回答は「やや積極的」（43.2％）

「あまり参加がない」がともに 38 団体（43.2％）で、同率で最も多い結果とな

っている。また、「とても積極的」は 11 団体（12.5％）であった。このことか

ら、町会・自治会の活動への参加状況については、一定程度参加している団体が

ある一方、参加があまり多くない団体も同程度存在していることが分かった。 

60
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294
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101

0 100 200 300 400 500 600 700 800

40歳未満

40代

50代

60代

70代

80代

年齢不明

役員数（年齢層ごと）
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やや積極的

あまり参加がない

まったく参加がない

わからない

一般会員参加
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5  

問８． 地域におけるあなたの団体の役割として、最も重要だと思うことは何

ですか。（当てはまるものひとつだけ） 

 
地域における団体の最も重要な役割について見ると、最も多い回答は「地域住

民の親睦」で 47 団体（53.4％）であった。次いで、「生活環境の維持管理」が

18 団体（20.5％）、「行政への協力」が 7団体（8.0％）、「地域課題への自主

的取組」が 5団体（5.7％）となっている。このことから、町会・自治会は、地

域住民同士の交流やつながりを生み出す役割を最も重視していることが分かっ

た。 

  

47
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最も重要な役割
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6  

問９． あなたの団体の活動の参加者に何らかの報酬（物品含む）を渡していま

すか。（当てはまるものひとつだけ） 

 

活動参加者への報酬（物品を含む）について見ると、最も多い回答は「一部の

活動で渡している」で 57 団体（64.8％）であった。次いで、「渡していない」

が 19 団体（21.6％）、「多くの活動で渡している」が 11 団体（12.5％）となっ

ている。このことから、町会・自治会では、すべての活動ではないものの、活動

内容に応じて報酬や物品を渡している団体が多いことが分かった。  

 

問１０． あなたの団体では、会員全体への連絡・通知をどのような手段で行っ

ていますか。（当てはまるものいくつでも） 

 

会員への連絡手段について見ると、最も多い回答は「掲示板」で82団体（93.2％）

であった。次いで、「回覧板」が 77 団体（87.5％）、「LINE・メール」が 34 団

体（38.6％）となっている。このことから、町会・自治会の連絡手段としては、

掲示板や回覧板といった従来型の方法が中心となっている一方で、LINE やメー

ルなどのデジタル手段も一定程度活用されていることが分かった。 
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問１１． あなたの団体では、１０年前と比較して、団体の活動に新しい参加者

はどの程度いますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 

過去 10 年での新規参加者の状況について見ると、最も多い回答は「あまりいな

い」で 41 団体（48.9％）であった。 

次いで、「ある程度いる」が 35 団体（39.8％）、「ほとんどいない」が 8団体

（9.1％）となっている。このことから、新規参加者が少ない団体が多いものの、

一定程度の新規参加者を確保している団体もみられることが分かった。 
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問１１－１．あなたの団体では、１０年前に団体の活動に参加していた方は、現

在 ど の 程 度 残 っ て い ま す か 。 （ 当 て は ま る も の ひ と つ だ け ）

 

10 年前に団体の活動に参加していた方が現在どの程度残っているかについて

見ると、最も多い回答は「ある程度残っている」で 46 団体（52.3％）であった。 

次いで、「ほとんど残っている」が 20 団体（22.7％）、「あまりいない」が 13

団体（14.8％）となっている。このことから、町会・自治会では、10 年前から

の参加者が現在も一定程度継続して活動している団体が多いことが分かった。 

 

問１２． あなたの団体では、新規加入者を増やすために、どのよ 

うな取組を行っていますか。（当てはまるものいくつでも） 

 

新規加入者を増やすための取組について見ると、最も多い回答は「直接訪問」

で 54 団体（61.4％）であった。次いで、「不動産業者を通じた勧誘」が 35 団体

（39.8％）、「イベント時にパンフレット等を配布」が 28 団体（31.8％）とな

っている。このことから、新規加入者の勧誘については、直接訪問など対面での

働きかけを中心に行われていることが分かった。 
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問１３． あなたの団体に新たに加入した方々が、地域にうまく溶け込むための

工夫は行っていますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 
新規加入者が地域に溶け込むための工夫について見ると、最も多い回答は

「時々行っている」で 48 団体（54.5％）であった。次いで、「行っていない」

が 23 団体（26.1％）、「頻繁に行っている」が 7団体（8.0％）となっている。 

このことから、新規加入者が地域に溶け込むための取組は、6割（「頻繁に行

っている」「時々行っている」）程度の団体が行っているものの、特に行ってい

ない団体も一定数（3割弱程度）存在することが分かった。  
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問１３－１． 問１３で「①頻繁に行っている」または「②時々行っている」を

選んだ方にお聞きします。新規会員に対し、具体的にはどのようなことを行って

いますか。（当てはまるものいくつでも） 

 

新規参加者に対する具体的な取組についてみると、最も多い回答は「イベン

ト・活動への参加の呼びかけ」で 49 団体（55.7％）であった。 

次いで、「役員等による声掛け」が 26 団体（29.5％）、「交流の場の提供」が

12 団体（13.6％）、「インターネットの活用」が 10 団体（11.4％）となってい

る。このことから、新規参加者が地域に溶け込むための取組として、地域のイベ

ントや活動への参加を促す働きかけが多く行われていることがうかがえる。 

 

問１４． あなたの団体の活動を通じて、地域の住民同士のつながりが強化され

ていると感じますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 
団体の活動を通じて地域の住民同士のつながりが強化されていると感じるか

について見ると、最も多い回答は「やや感じる」で 52 団体（59.1％）であった。

次いで、「あまり感じない」が 23 団体（26.1％）、「とても感じる」が 8団体

（9.1％）となっている。このことから、団体の活動を通じて、地域の住民同士

のつながりが一定程度強化されていると感じている団体が多いことが分かった。 
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問１５． あなたの団体の課題は何だと思いますか。（当てはまるものいくつで

も） 

 

団体の課題について見ると、最も多い回答は「役員の高齢化」で79団体（89.8％）

であった。次いで、「担い手不足」が 78 団体（88.6％）、「デジタル化」が 38

団体（43.2％）、「活動参加者の減少」が 35 団体（39.8％）、「負担の偏在」

が 35 団体（39.8％）となっている。このことから、町会・自治会では、役員の

高齢化や担い手不足といった人材面の課題が特に大きいことが分かった。 
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問１６． あなたの団体の、今後の活動の見通しについて教えてください。（当

てはまるものひとつだけ） 

 
今後の活動の見通しについて見ると、最も多い回答は「現状維持」で 49 団体

（55.7％）であった。次いで、「拡充・発展」が 19 団体（21.6％）、「縮小」

が 12 団体（13.6％）となっている。このことから、今後も現在の活動を維持し

ていくと考えている団体が多いことが分かった。 

 

問１６－１． 問１６で、今後の活動の見通しについて「③縮小せざるを得ない」

または「④解散を考えている」とお答えの方にお聞きします。差支えなければ、

その理由をご記入ください。 

※一部抜粋 

内容 回答 

活動の担い手不足や高齢化 縮小 

町会員が 3割減少しているためです。 解散 

役員のおよそ半数が 80 代であり現実に役員数が半減するのが時間の

問題であるため。 
縮小 

役員や行事の担い手が不足して活動に支障をきたしている。 縮小 

役員の高齢化、担い手不足 縮小 

1.高齢化による影響／①昼間に対応可能な役員が少ない為、行政側の要請に

こたえられない／高齢化により、掲示板にポスター掲示する作業すら困難 
縮小 

現状は維持可能だが、10 年後には役員の不足により縮小せざるを得な

いと思う。 
縮小 

人口減少等・マンション等が参加しない 縮小 

役員の高齢化が顕著で引き継ぐ人が不足している。また年々町会費減

もあり運営が難しい状況になりつつある 
縮小 

役員の高齢化、体調不良等役員の減少、新規役員のなり手不足で活動

を縮小せざるを得ない。 
縮小 
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問１７． あなたの団体が持続的に活動するために必要だと思う区の支援はあ

りますか。（当てはまるものいくつでも） 

 

団体が持続的に活動するために必要な区の支援について見ると、最も多い回

答は「担い手育成」で 57 団体（64.8％）であった。次いで、「補助金」が 47 団

体（53.4％）、「情報発信・デジタル化支援」が 29 団体（33.0％）、「活動場

所」が 20 団体（22.7％）となっている。このことから、必要な区の支援につい

て担い手の確保や財政面での支援を始め多岐に渡ることが多いことが分かった。 
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問１８． あなたの団体では、地域で活動する他の団体（社協・ＮＰＯ等）と連

携することはありますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 

地域で活動する他の団体（社会福祉協議会、NPO 等）との連携状況について見

ると、最も多い回答は「たまにある」で 34 団体（38.6％）であった。 

次いで、「ほとんどない」が 32 団体（36.4％）、「まったくない」が 10 団体

（11.3％）「頻繁にある」が 9団体（10.2％）となっている。このことから、他

団体との連携が一定程度行われている団体がある一方、連携があまり行われて

いない団体も同程度存在することがわかった 

 

問１８－１． 問１８で、地域で活動する他の団体（社協・ＮＰＯ等）との連携

が「①頻繁にある」または「②たまにある」とお答えの方にお聞きします。具体

的にどのような連携を行っていますか。（当てはまるものいくつでも） 

 
他団体との連携内容について見ると、最も多い回答は「防災・防犯」で 30 団

体（34.1％）であった。次いで、「祭り」が 22 団体（25.0％）、「高齢者・障

がい者支援」が 13 団体（14.8％）、「親睦・情報交換等」が 13 団体（14.8％）

となっている。このことから、他団体の連携の中身については、防災・防犯活動

や祭りなどの地域行事が多いことが分かった。 
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問１９． あなたの団体へ区から依頼される業務（区のイベントや事業への協力

や委員の就任依頼など）について、負担に感じることはありますか。（当てはま

るものひとつだけ） 

 

最も多い回答は「やや感じる」で 46 団体（52.3％）であった。次いで、「あ

まり感じない」が 21 団体（23.9％）、「とても感じる」が 15 団体（17.0％）と

なっている。このことから、区からの依頼業務について５割程度（「とても感じ

る」「やや感じる」）の団体が負担を感じていることが分かった。 
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問２０． あなたの団体は、地域の課題解決等に向けて、区とどのような関係で

あることが望ましいと思いますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 
最も多い回答は「協働」で 36 団体（40.9％）であった。次いで、「住民と区

の仲介」が 29 団体（33.0％）となっている。 

このことから、町会・自治会は、区と協力しながら地域課題の解決に取り組む関

係を望む団体が多いことが分かった。 

 

問２１． あなたの団体には、会則や規約等はありますか。（当てはまるものひ

とつだけ） 

 

最も多い回答は「会則あり」で 85 団体（96.6％）であった。次いで、「わか

らない」が 1団体（1.1％）となっている。このことから、ほとんどの町会・自

治会において会則や規約が整備されていることが分かった。 
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問２１－１． 問２１で会則や規約等が「①ある」と回答された方にお聞きしま

す。今まで団体の規約・会則等が変更されたことはありますか。（当てはまるも

のひとつだけ） 

 

会則・規約の変更の有無について、最も多い回答は「変更したことがある」で 51

団体（57.9％）であった。次いで、「変更したことがない」が 29 団体（33.0％）

となっている。 

このことから、町会・自治会では、運営状況や社会状況の変化などに応じて、会

則・規約の見直しが行われている一方で、今まで会則等の変更を行っていない団

体が３割程度存在することが分かった。 

 

問２１－２． 問２１－１で団体の会則や規約等が変更されたことが「①ある」

と回答された方にお聞きします。あなたの団体で会則や規約等を変更した経緯

は何ですか、またそれはいつ頃ですか。（当てはまるものいくつでも） 

 

最も多い回答は「役員等からの提案」で 36 団体であった。 

次いで、「不測の事案の発生」が 18 団体、「法令の変更」が 7団体、「区から

の提案」が 5団体となっている。このことから、会則・規約の変更は、役員等の

提案を契機として行われることが多いことが分かった。 
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問２２． あなたの団体の活動に関係して、会員同士で、ある程度大きな対立や

意見の衝突などがあったら、どのように対応しますか。（当てはまるものひとつ

だけ） 

 

最も多い回答は「役員を交えて話し合う」で 47 団体（53.4％）であった。 

次いで、「総会等で判断」が 8団体（9.1％）、「執行部が裁定」が 6団体（6.8％）、

「本人同士の解決を促す」が 5団体（5.7％）となっている。 

このことから、会員間の対立が生じた場合、役員が関与して話し合いにより解

決を図る団体が多いことが分かった。 
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問２３． あなたの団体の活動で、会員が会則や決まり事を守らなかった（活動

の当番への不参加など）場合、どのように対応しますか。（当てはまるものをひ

とつだけ） 

 

会員が会則や決まり事を守らなかった場合の対応について見ると、最も多い回

答は「事情聴取」で 55 団体（62.5％）であった。 

次いで、「何もしない」が 9団体（10.2％）、「注意」が 8団体（9.1％）とな

っている。このことから、町会・自治会では、会則違反があった場合、まず事情

を確認したうえで対応する団体が多いことが分かった。  

28
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問２３－１． 問２３で「⑦違反の回数などにより、段階的に対応する」と回答

された方にお聞きします。その場合は実際どのように対応しますか。（当てはま

るものいくつでも） 

 

会則や決まり事を守らなかった場合に段階的に対応すると回答した団体に、

その具体的内容を尋ねたところ、最も多い回答は「事情聴取」で 5団体（45.5％）

であった。次いで、「注意」が 2団体（18.2％）、「ペナルティ」が 2団体（18.2％）、

「退会」が 1団体（9.1％）、「区に相談」が 1団体（9.1％）となった。 

 

問２４． あなたの団体の会員が、会則や決まり事を守れない、やむを得ない事

情を述べてきた場合、どのように対応しますか。（当てはまるものをひとつだけ） 

 

会員が会則や決まり事を守れないやむを得ない事情を述べてきた場合の対応

について見ると、最も多い回答は「話し合い」で 50 団体（56.8％）であった。 

次いで、「役員が対応」が 10 団体（11.4％）、「わからない」が 12 団体（13.6％）

となっている。このことから、町会・自治会では、やむを得ない事情がある場合

には、話し合いにより柔軟に対応する団体が多いことが分かった。 

2

10

50

2

4

12

4

4

0 10 20 30 40 50 60

考慮しない

役員が対応

話し合い

会則の変更

区に相談

わからない

その他

無回答

やむを得ない事情への対応
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2 1  

問２５． あなたの団体について、他の同種の団体とは異なる独自性や長所、ま

たは特筆すべき事業や取組はありますか。もしありましたら、下記にご記入くだ

さい。 ※一部抜粋 

他の同種の団体とは異なる独自性や長所、または特筆すべき事業や取組 

町会活動を「楽しい」と感じる方法をよく話し合って、活動やイベントに取り組む姿

勢を大事にしている。 

回覧を LINE 公式で受け取る＆町会事務所に町会費を持参する会員には、10 軒程度の

家の町会費を集め回る班長の制度を免除 

役員の交流の場を積極的に設けている。／月 1回の町内イベントを目標にしている。 

エクセルを用いた自作の複式簿記会計システムを使用して、町会内で全て公開して

いる。 

イベント、祭りなど地域の行事に多数の役員が参加して頂けます。 

小学校の夏休み期間の 7月の 10 日間、学校の校庭を利用して、芝生の上でラジオ体

操を 10 年間継続している。毎回参加賞を出し、毎年 1,000 名前後の参加者が集まる。 

総会や役員会時の議題や検討内容については、ペーパーレス化を実施。大型ディスプ

レイで内容を表示している。 

イベントを増やすことにより、会員総互の親睦を図る機会を増やす。 

町会には、14 の部があり、（防火・防災・交通・文化・衛生・防災・広報・民生・青

年・夫人・会計・宮総代・総務・地区委員）月に１度定例会を開催し問題点の有無を

確認し各部で行動してます。 

当町会は古くからの住民が多く、問題を解決するにも大きな反対もなく、意思疎通し

やすい町会です。 

少ない人数で運営するために、役員の役職を活動ごとの部長ではなく、担当長として

担当カテゴリーで割り振りしている。／運営事務担当；総務、会計／生活安全担当；

防火防災活動、防犯活動、交通安全活動／生活環境担当；リサイクル活動、保健衛生

活動、文化社会活動 
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★代表者の方についてお聞きします。 

問２６． 年齢はおいくつですか。（令和６年１２月３１日時点）

 

代表者の年齢についてみると、最も多い回答は「75～79 歳」で 36 人（40.9％）

であった。次いで、「65～69 歳」が 16 人（18.2％）、「80 歳以上」が 15 人

（17.0％）、「70～74 歳」が 10 人（11.4％）となっている。 

このことから、町会・自治会の代表者は 70 歳以上が中心となっていることが分

かった。 

 

問２７． 今の団体のある地域に住み始めたのはいつ頃ですか。 

 

最も多い回答は「戦後 10 年（1945～1953 年）」で 32 人（36.4％）であった。 

次いで、「高度成長期（1955～1972 年）」が 18 人（20.5％）と「平成年間（1990

年以降）」が 18 人（20.5％）、「安定成長期（1973～1987 年）」が 16 人（18.2％）

となっている。このことから、町会・自治会の代表者は、長期間地域に居住して

いる人が多いことが分かった。  
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問２８． 今の団体で役員になった（運営に携わるようになった）のはいつ頃で

すか。  

 

最も多い回答は「2000 年代」と「2010 年代」で 18 人（20.5％）だった。次いで「1990

年代」が 15 人（17.0％）「1980 年代」が 13 人（14.8％）となっている。このことから、

町会・自治会の代表者は、比較的長い期間にわたり団体の運営に携わっている人が多いこ

とが分かった。 
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問２９． あなたが地域における課題で重要だと思うことは何ですか。（当ては

まるものいくつでも） 

 

地域における課題について見ると、最も多い回答は「高齢化」で 76 人（86.4％）

であった。次いで、「防災」が 70 人（79.5％）、「防犯」が 51人（58.0％）、

「つながりの希薄化」が 46 人（52.3％）となっている。このことから、町会・

自治会の代表者は、地域の高齢化や防災・防犯といった地域の安全・生活に関わ

る課題を特に重要と認識していることが分かった 
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問３０． あなたは地域の人々とのつながりは、ある方が良いと思いますか。（当

てはまるものひとつだけ） 

 

最も多い回答は「つながりがある方が良い」で 54 人（61.4％）であった。次

いで、「どちらかと言えばある方が良い」が 31 人（35.2％）となっている。 

このことから、代表者の多くは、地域の人々とのつながりはある方が良いと考え

ていることが分かった。 

 

問３０－１． 問３０で「①ある方が良い」もしくは「②どちらかと言えばある

方が良い」とお答えの方にお聞きします。地域の人々とのつながりがある方が良

いと思う理由はどのようなものですか。（当てはまるものいくつでも） 

あるから 

 
地域の人々とのつながりがある方が良い理由についてみると、最も多い回答は

「隣人を知ることができる」で 72 人（81.8％）であった。次いで、「日常的な

会話」が 65 人（73.9％）「有事の際に頼りになる」が 56 人（63.6％）、「地域

の情報や他人の考え方がわかる」が 54 人（61.3％）となっている。このことか

ら、地域の人々とのつながりについては、日常的な交流や有事の際の助け合い、

地域情報の共有などの面で重要と考えられていることが分かった。 
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2 6  

 

問３１． あなたの団体の活動に参加することで得られるメリットは何だと思

いますか。（当てはまるものいくつでも） 

 
町会活動に参加するメリットについてみると、最も多い回答は「災害時の助け

合い」で 74 人（84.1％）であった。次いで、「近隣住民と交流」が 71 人（80.7％）、

「区・地域の情報」が 61 人（69.3％）、「イベント参加」が 52 人（59.1％）と

なっている。このことから、町会活動は、災害時の助け合いや近隣住民との交流

など、地域のつながりや相互扶助の面でメリットがあると認識されていること

が分かった。  
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問３２． あなたの団体の活動への参加を通じて、あなた自身の幸福感（満足感・

安心感・生きがいなど）は高まったと感じますか。（当てはまるものひとつだけ） 

 

町会活動によって幸福感がどのように変化したかについてみると、最も多い

回答は「やや高まった」で 42 人（47.7％）であった。次いで、「あまり変わら

ない」が 18 人（20.5％）、「とても高まった」が 17 人（19.3％）となっている。

このことから、約７割弱の方が町会・自治会の活動を通じて幸福感が高まった

（「とても高まった」「やや高まった」）と感じている人が多いことが分かった。 
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７荒福高第４９３４号 

令和８年４月６日 

（公  印  省  略） 

各町会長・自治会長 様 

 

                      荒川区福祉部高齢者福祉課長 

 

 

シルバーパス購入費助成事業の実施について 

 

日頃より荒川区の高齢者事業へご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

荒川区では、高齢者の外出を促進し、健康寿命の延伸につなげるため、東京都シルバー

パスを購入された方を対象として、区独自で購入費の一部を助成しております。 

令和７(２０２５)年１０月から開始した荒川区シルバーパス購入費助成事業について、 

令和８(２０２６)年４月以降も引き続き、助成を実施いたします。 

事業の対象の方がお近くにいらっしゃいましたら、ご周知いただけますと幸いです。 

 

記 

１ 対象者 

  荒川区に住民登録のある満７０歳以上の方 
  東京都シルバーパス（有効期限が令和８（2026）年 9月 30日）を 
１２,０００円もしくは６，０００円で購入し、保有している方 

※シルバーパスを１,０００円で購入した方は対象外です。 

※すでに本助成を受けた方は対象外です。 

 

２ 助成額 

  １１,０００円（令和８(２０２６)年３月までに 12,000 円で購入した方） 
  5,000 円（令和８(２０２６)年４月以降に 6,000 円で購入した方） 
 

３ 申請方法 

郵送申請とオンライン申請のいずれか 

 

４ 申請に必要な書類 

  シルバーパス購入時の払込受領書または申請者の名前が記載された領収書 
  本人確認書類、銀行口座等が確認できる書類のコピー等 

 

 

             【問合せ先】 

                  荒川区高齢者福祉課高齢者福祉係 担当 荒川・大橋・保坂 

                  電話 ０３（３８０２）３１１１ 内線 ３７７８ 
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区ホームページ、区役所・区民事務
所・図書館・ふれあい館等の窓口
で配布する申請書で申請

区ホームページに
アクセスし、申請
フォームから申請

※以下の①か②のどちらかの方法で
申請してください

※直近の合計所得金額が135万円以下の方

荒川区がん予防・健康づくりセンター ４階 （荒川区荒川２－１１－１）
荒川区 福祉部 高齢者福祉課 平日 8：30～17：15 3802-3111 内線377８

※申請してから口座に助成金が振込まれる
までに、およそ２～３か月かかります。

※直近の合計所得金額が135万円超の方

（有効期間が半年未満のパス）
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７荒福高第５２１１号 

令和８年４月６日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 様 

 

                        荒川区福祉部高齢者福祉課長 

 成瀬 慶亮 

 

高齢者向けデジタル相談窓口の開設について 

 

日頃より、荒川区の高齢者事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

荒川区では、高齢者の皆様がスマートフォンやタブレットを使いこなし、日々の生活をよ

り便利に、また行政サービスをスムーズにご利用いただけるよう、デジタル活用支援員によ

る相談窓口を下記のとおり開設します。 

スマートフォンの操作などでお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひこの窓口をご周知

いただけますと幸いです。 

記 

 
１ 設置期間 

  令和８年４月１３日（月）～令和９年３月３０日（火） 

 

２ 会場 

会場 曜日 時間 

ひぐらしふれあい館 （月）・（木） 

午前：９時～正午 

午後：１時３０分～５時 

※予約不要 

荒木田ふれあい館 （火）・（土） 

尾久ふれあい館 （金）・（日） 

石浜ふれあい館 （金） 

 

３ 対象者 

区内在住でおおむね６５歳以上の方 

 

４ 内容 

  スマートフォンの操作方法や電子申請、電話・メール・LINE の使い方など、初心者の方

にもわかりやすく丁寧にお教えします。 

 

５ その他 

  高齢者スマホ購入費助成を令和７年度に引き続き令和８年度も実施します。 

  詳しくは別紙チラシをご参照ください。 

 

【問合せ先】 

                    荒川区 福祉部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 

        担当 小嶋・小野澤 

                    電話 03（3802）3111 内線 2678 
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７荒防土第６１４２号 

令 和 ８年４月６日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

町会長・自治会長  各位 

 

荒川区防災都市づくり部 

                          土木管理課長 大木 浩 

 

 

「第１６回あらかわバラの市」のポスター掲示について（依頼） 

 

 

日頃より、荒川区の花と緑のまちづくりにご理解とご協力を頂き、誠にありがとうござい

ます。 

さて、今年も恒例の「第１６回あらかわバラの市」を開催する予定です。 

区では、区内生花店で特別価格のバラ花鉢の販売や、バラ花壇を巡るスタンプラリーなど、

バラを中心とする催しにより「都電とバラの街」をＰＲし、地域の緑化を一層推進していく

とともに、観光振興や商業振興にもつなげていきたいと考えております。 

つきましては、この催しの開催について、区民の皆様に広く周知するため、ポスターの掲

出をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

１ 依頼事項  「第１６回あらかわバラの市」ポスター掲出 

 

２ 掲示期間  ポスター配付日から令和８年５月１６日（土）までのうち掲示可能な期間 

 

 

問合せ 土木管理課維持みどり係 

担当 八頭司・芹澤   

電話 03-3802-4483 

（案） 
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７荒防土第６１４４号 

令和８年４月６日 

 

町会長・自治会長 各位 

 

荒川区防災都市づくり部 

                           土木管理課長 大 木 浩 

 

 

あらかわ「緑・花」応援事業のポスターの掲示について（依頼） 

 

 

春暖の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、当区の緑化事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、当区は、あらかわ「緑・花」応援事業の応募者を募集する運びとなりました。  

つきましては、このことについて区民の皆様に広く周知し、多くの方々にご参加いただ

くため、ポスターの掲示をしていただきたく、毎度のお願いで恐縮ですがよろしくお願い

申し上げます。 

 

記 

 

１ 依頼事項 

あらかわ「緑・花」応援事業のポスターの掲示 

 

２ 掲示期間 

  ポスター配付日から令和８年５月末までのうち掲示可能な期間 

 

 

 

 

 

 

問合せ  荒川区防災都市づくり部土木管理課 

維持みどり係 八頭司、高橋 

電話０３－３８０２－４４８３ 
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７荒教施第１３０９号 
令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 
（ 公 印 省 略 ） 

町会長・自治会長 各位 
荒川区教育委員会事務局      
教育施設課長 井上 千恵    

 

学校施設用地の拡充に関する情報提供等について（依頼） 

 

区の教育行政につきましては、日頃から御理解、御協力を賜り厚くお礼を

申し上げます。 

さて、教育委員会では、子どもたちが快適に安全に過ごせる学びやすい教

育環境の整備に取り組んでいます。 

しかしながら、区立の幼稚園、小学校及び中学校の多くには、限られた用

地しか持たないため、校庭が狭く、子どもたちが元気に運動したり、遊んだ

りすることが厳しい学校施設も散見されるところです。また、築年数が経っ

た学校施設の順次建替えが今後必要となります。 

そこで、学校施設の用地の拡充のため、下記のとおりお願い申し上げます。 

趣旨を御理解いただき、御協力をお願いいたします。 

記 

１ 御依頼事項 

（１） 学校施設に接している土地等の売却等の情報があった場合は、教

育施設課に御一報をお願いいたします。 

（２） 貴町会・貴自治会の関係者様が所有している、学校施設に接して

いる土地等で、区への売却を御検討いただけるものがございましたら、

教育施設課に御連絡いただきますようお願いいたします。 

 

２ 本件担当 

  荒川区教育委員会事務局教育施設計画担当課長 福木 

  荒川区教育委員会事務局教育施設課計画係   樋口 関口 

 

３ 本件連絡先 

  ０３（３８０２）３１１１ 内線３３２３ 
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７荒地生第３５２５号 

令 和 ８年４月６日 

（ 公 印 省 略 ） 

 

各町会長・自治会長 殿 

 

生涯学習課長 加瀨 雄大 

 

 

令和８年度荒川コミュニティカレッジ第１６期生 

受講生募集のポスター掲示について（依頼） 

 

 平素から、区政に多大なるご支援・ご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度「令和８年度荒川コミュニティカレッジ第１６期生」受講生の募集を

いたします。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するポスターを制作いたしましたので、誠

に恐縮に存じますが、下記の通り町会掲示板に掲示していただきたく、お取り計らい

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 概要 

（１）募集内容  生涯学習センターが主催している年間講座「荒川コミュニティカ 

レッジ」の令和８年度受講生を募集する。講座実施期間は、令和 

８年５月から令和９年３月まで。 

 

（２）募集期間  令和８年５月８日（金）まで 

 

２ ポスターの内容 

   「令和８年度荒川コミュニティカレッジ第１６期生」 

   受講生募集ポスターＡ４版（添付の通り） 

 

３ 希望掲示期間 

   令和８年５月８日（金）までで可能な期間 

 

 

＜問い合わせ＞ 

地域文化スポーツ部生涯学習課生涯学習センター 

担当者    楢原 康倫 

電話  ０３－３８０２－２３３２ 
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８荒危危第３号 

令和８年４月２日 

（ 公 印 省 略 ） 

各町会長・自治会長 様 

 

危機管理部地域防災担当課長   

今村 均      

 

令和８年度防災事業に関して（依頼等） 

 

平素から区の防災事業にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今年度も下記防災事業に関する依頼等に関して、ご配慮いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 各町会・自治会における防災訓練                           

各町会で実施する防災訓練に関しまして、防災訓練実施計画書の提出や起震車予約の運営等、

例年のお願いではございますが、引き続き下記要領の御理解・御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

（１）届出・申請手続き 

① 防災訓練実施計画書（３枚複写） 

訓練実施１か月前までに、消防署又は危機管理課に提出してください。 

※受付終了後、申請者控え（３枚目）をお渡しします。 

② 防災訓練資器材貸出・物資配布申請書 

資器材の貸出や備蓄物資の配布を希望される場合は、防災訓練実施計画書と併せて、

「防災訓練資器材貸出・物資配布申請書」もご提出ください。（電子メール可） 

※申請された資器材等は、原則として訓練直前の金曜日に、指定場所へお届けします。 

（２）起震車の予約 

① ９～１１月の土日・祝日 

 繁忙期のため、抽選となります。 

  ＜抽選申込から決定までの流れ＞ 

  ★希望日の３か月前の５日までに（５日が休日の場合は次の平日まで） 

危機管理課窓口またはお電話にてお申し込みください。 

   ・申込区分：午前（９時～１１時３０分）／午後（１４時～１６時３０分）のいずれか 

   ・１団体・１か月につき、１回のみ抽選参加可能となります 

   ・当選された団体様は、以降、年度内の起震車予約の申込をお控えください 

      ↓ 

  ★申込締切日の翌日（休日の場合は次の平日）に危機管理課にて抽選を実施します。 

・抽選の立ち合いを希望される団体様は、申込締切日までに危機管理課までご連絡ください 

      ↓ 

  ★抽選日の翌日までに、抽選結果を電話でご連絡します。   

希望月 申込締切日 抽選実施日（立ち会い可） 結果連絡 

９月 ６月５日（金） ６月８日（月） ６月９日（火）まで 

１０月 ７月６日（月） ７月７日（火） ７月８日（水）まで 

１１月 ８月５日（水） ８月６日（木） ８月７日（金）まで 
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  ② ①以外の時期（４～８月、９～１１月の平日、１２月～３月） 

従来どおり、予約は先着順となります。希望日の３か月前の１日から予約可能となりま

すので、事前に危機管理課にお電話をいただき、空き状況をご確認ください。 

 

 

 ※区のイベントでの出展等により、起震車の抽選申込・予約が 

できない日があります。区ＨＰで随時更新していますので、 

あらかじめご確認いただくようお願いします。 

 

 

２ 避難所開設・運営訓練                               

区では、いつ発生するかわからない大地震に備え、発災時に速やかな一次避難所の開設・

運営を行うことができるよう、防災区民組織と連携した避難所開設・運営訓練を実施してい

ます。各町会・自治会におかれましては、引き続き御理解・御協力のほどよろしくお願いい

たします。 

なお、実施にあたっては、危機管理課各地区担当が調整させていただきます。 

 

＜スケジュール（例）＞ 

・３か月前  危機管理課による、各町会・自治会長、学校との実施日程 

・２か月前  第１回事前打合せ（訓練案の提示、参加者の顔合わせ） 

・２週間前  第２回事前打合せ（訓練内容の最終確認） 

・当  日  訓練実施 

※上記はあくまでも一例であり、避難所の規模や各町会・自治会とのご相談に応じて 

進めてまいります。 

 

 

３ 町会等防災士資格取得助成金事業の紹介                           

   

今年度より町会・自治会に加入し、所属町会の町会長・自治会長から推薦された方を対象と

した防災士資格取得の助成制度（全額補助）を開始します。各町会・自治会から最大２名まで

助成ができますので、地域防災の中心を担っていただける方の御推薦をお待ちしております。 

 

※詳細については別紙チラシをご参照ください。 

 

４ その他                                      

（１）防災訓練中に事故等があった場合は、速やかに消防署又は危機管理課へご連絡ください。 

（２）危機管理課からお貸しした資器材については、事前に危機管理課へご連絡いただいた上

で、区役所分庁舎（旧防災センター）へご返却ください。 

※平日のご返却にご協力をお願いします。 

（３）「防災訓練資器材貸出・物資配布申請書」の提出が訓練直前となった場合や、備蓄物資の 

在庫状況により、ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。 

 

  

区ＨＰ二次元コード 

【問合せ先】 

危機管理部 危機管理課 防災事業係       

電話 03-3802-3111  内線 417・418  

ﾒ ｰ ﾙ kikikanrika-jigyoukakari@city.arakawa.lg.jp 
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町会・自治会名

ご担当者氏名

ご担当者連絡先

訓練実施日

物資配達日

配達希望時間

希望する資器材に☑を付け、必要数量をお書きください

□ バーナーセット セット □ 災害用トイレ 基

　  　(炊き出し用） □ バルーンライト 　 基

□ 発電機　　 　　　　　　　 　台 □ 赤バケツ(本体) 　 個

□ 水消火器 　本 □ 赤バケツ(蓋) 　 個

※水消火器について、消防署で用意できるか事前に確認をお願いします。
   用意ができない場合は区役所でご用意いたします。

　　　  □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　）

希望する備蓄物資に☑を付け、必要数量をお書きください

□飲料水500mL＜24本/箱＞(令和8年7月17日期限)　  ＿＿＿箱   

□携帯トイレ(個包装)＜200個/箱＞ 　 ＿＿＿箱

□梅(個包装)＜200個/箱＞ 　 ＿＿＿箱

■お問合せ　 荒川区危機管理課　防災事業係

荒川区荒川２－２－３（ 区役所３階 ）　　 受取者

☎ 03－ 3802－ 3111（ 内線 418 ） 日付

管理番号

        令和　  　　年　　　　月　　　　日　（　　　）

荒川区危機管理課宛　FAX︓03-5810-6262

防災訓練資器材貸出・物資配布申請書

     ☎（　　　　　　）                 ー

□白がゆ＜50食/箱＞　(令和８年12月末)　　＿＿＿箱

    ※ 原則として、訓練実施直前の金曜日に配達いたします。
       事情により他の日程を指定する場合ご記入ください。

月　　　日（ 　　）

   ※ 配達希望時間の区分に〇をしてください
　   ・午前１０時～１２時　  　　・午後１時～３時　　    　・午後３時～４時

配達先
　荒川区　　　　　　　　丁目　  　　  番　 　　 号　　　　 ☎（　　　）　　　　ー　 　　　  

　　　　　　　  　  様宅　 ／ 　町会会館 　／　

　　※備蓄物資につきましては、区が備蓄している物資のうち、賞味期限が近い物資を提供します。
　　　時期によって提供可能品目に変更がございますので、詳細は危機管理課宛にご連絡ください。

□アルファ米(炊出用)＜50食一括/箱＞　(令和８年12月末)　　＿＿＿箱 □ビスケット＜60食/箱＞　(令和８年7月末)　＿＿＿箱

□梅がゆ＜50食/箱＞　(令和８年12月末)　　　　　＿＿＿箱 □ビスコ＜60食/箱＞　(令和８年12月末)　　＿＿＿箱

□ ロングキープブレッド＜50本/箱＞　(令和８年9月末)　　＿＿＿箱

※令和8年4月1日現在

事務処理欄

     　　　／                 
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町会・自治会についてのアンケート 
 
荒川区政の参考資料として活用するため、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

                              

 

Ｑ１ 町会・自治会名                

 

Ｑ２ 会員数                 世帯 

（※マンション等の集合住宅の場合、１棟１会員ではなく、 

可能な限り実加入世帯数をご教示下さい。） 

 

Ｑ３ 町会・自治会費       円（月額・年額） 

 

Ｑ４ 会費の徴収方法（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 対面での徴収 

2. 銀行振込  

３． 自動振替 

４. ＱＲコード決済 

5． その他（具体的に：                                             ） 

 

Ｑ５ 町会掲示板の基数         基 

 

Ｑ６ 町会掲示板の今年度改修数     基（    月頃改修予定） 

 

Ｑ７ 町会回覧板の所有枚数       枚 

 

Ｑ８ 町会事務所（会館）を所有していますか。（いずれかに〇） 
 

1. 所有している （ ⇒ Ｑ９へ）         2. 所有していない（ ⇒ Ｑ１０へ） 

 

Ｑ９ 町会事務所（会館）を所有している町会のみ、お伺いします。 
 
（１）令和７年４月～令和８年３月までの間に、町会事務所（会館）の廃止や引越しなどがあり

ましたか。（いずれかに〇） 

 

1. なし 

2. 廃止・閉館 

3. 新築・引越し     

 

 

 

（新住所） 

 荒川区      丁目     番     号 

（電 話） 

      （      ）           

（新築又は引越しを行った時期） 

    年    月 

二次元コードからも回答できます 
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（２）町会事務所（会館）の新築、改修及び修繕のご予定がありますか。（いずれかに〇） 

 

1. 今年度中（令和８年度）に実施予定    

2. 来年度中（令和９年度）に実施予定 

3. ２～３年後に実施予定 

4. ４～５年後に実施予定 

5. 当面予定はない 

 

（３）町会事務所（会館）の居室等の貸出を行っていますか。（いずれかに〇） 
 

1. 貸出を行っている （ ⇒ （４）、（５）へ）          2. 貸出を行っていない（ ⇒  Ｑ９へ） 

 

（４）おもにどのような用途で貸出をされていますか。（例：●●会の会議、勉強会…など） 

 

                                            

 

（５）賃料（使用料）を徴収している場合、おいくらでしょうか。（例：1,000 円／時間…など） 

 

                                            

 

Ｑ10 町会の法人化をしていない町会のみ、お伺いします。 
 

今後、町会を法人化するご予定はありますか。（いずれかに〇） 
 

1. 今年度中（令和８年度）に実施予定   2. 来年度中（令和９年度）に実施予定 

3. ２～３年後に実施予定           4. ４～５年後に実施予定 

5. 当面予定はない 

 

Ｑ11 役員会は、いつ・どのタイミングで開催されていますか。 

（例：毎月１５日の日中帯、第３水曜日の夜間帯など） 

 

                                            

 

Ｑ12 デジタル化の課題・現状について、お答えください。（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 活用したいが、何をどのような手順で活用すればいいのか分からない 

2. 活用したいが、デジタル活用を担える人材がいない 

3. 活用したいが、役員や会員からの賛同が得られない  

4. 高齢者が多いため、デジタル活用を進めたとしても、使いこなせる人が少ない  

5. 現状のやり方で問題なく進んでいるため不要  

6. その他（具体的に：                        ） 

 

 

 

※ご予定がある場合、簡単な概要をご記入下さい。 
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Ｑ13 デジタル化の取組みについて、お答えください。（当てはまるもの全てに ✓ ） 
 

活動内容 

 

導 

入 

済 

検
討
中 

予
定
なし

  

1. ホームページの開設 □ □ □ 

2. 電子メールの活用 □ □ □ 

３. グループ LINEの活用 □ □ □ 

４. LINE公式アカウントの活用 □ □ □ 

５. Instagram（インスタグラム）の活用 □ □ □ 

６. X（旧 Twitter）の活用 □ □ □ 

７. YouTube の活用 □ □ □ 

８. Ｔｉｋｔｏｋの活用 □ □ □ 

９. リモートでの打合せ（zoom など） □ □ □ 

10. 町会会館にインターネットを導入（Wi-Fi、ひかり回線等） □ □ □ 

１１. その他(具体的に：                             ) □ □ □ 

 

（１）上記の設問で、LINE 公式アカウントを「導入済」の町会に質問です。 

その現状について近いものをお答えください。（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 回覧板やイベント案内など、主にメッセージ発信を活用している 

2. リッチメニュー、申込フォームなどを活用している 

3. 導入はしているが、ほとんど使っていない 

4. その他（具体的に：                              ） 

 

Ｑ14 若い世代に加入してもらうための取り組みはありますか。（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 特になし 

2. 若者が参加しやすいイベントの実施 

3. 町会運営のスリム化、会員の負担軽減 

4. 電子回覧板の導入などによるデジタル化 

5. 町会の取組み紹介などによる運営の見える化 

6. 町会加入のメリットを案内するなどのＰＲを実施 

7. その他（具体的に：                              ） 
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Ｑ15 若手の町会員が主体となって活動している事業はありますか。（いずれかに〇） 
 

1. ある（具体的に：                                                ） 

2. ない 

 

Ｑ16 外国人住民との関わりにおける課題・現状について、お答えください。（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 外国人住民とのコミュニケーションが難しく、町会・自治会への加入につながらない 

2. 外国人住民に町会・自治会活動について理解を得るのが難しい 

3 外国人住民との間でゴミ出し等の地域や町会のルールに関するトラブルが発生している 

４ 外国人住民に対する災害時の情報伝達に不安がある 

５ 町会・自治会内で多文化共生の推進について理解が得られない 

６ 特に課題はない 

７ その他（                                                     ） 

 

【１～５を選んだ場合、具体的なエピソードがある場合はご記入ください】 

（具体的に：                                                     ） 

 

Ｑ17 町会・自治会が抱える課題について、お答えください。（当てはまるもの全てに○） 
 

1. 役員の高齢化が進んでいる 

2. 活動の担い手の不足・固定化 

3. 町会・自治会に加入しない住民が増えている 

4. 町会・自治体からの脱退者が増加している 

5. 町会・自治会活動について住民の理解や関心が薄い  

6. 行政からの依頼事項の負担が増加している  

7. 活動資金が不足している  

8. 町会・自治会館などがなく、活動拠点の確保が難しい 

9. デジタル化を進めようとしても町会全体に中々浸透しない 

10. その他（具体的に：                                             ） 

 

 

アンケートは以上でございます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

期 限：令和８年４月３０日（木）まで 

提出先：各区民事務所長、荒川地域担当係長 
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令和８年度町会・自治会に対する主な助成金について 
 

～昨年度からの主な変更点～ 

●夏季（５月１日～１０月３１日）に実施するイベントの助成金を申請する場合、熱中症対策費用

を上限２万円まで実費で補助します 

●町会・自治会に所属し、会長から推薦を受けた方の防災士資格取得にかかる費用を全額補

助します（各町会・自治会から最大２名まで） 

 

１ 町会事務事業助成 

種類 補助額 備考 

基礎額 

1,000 世帯未満 12 万 5千円 

平成２３年度から、基礎額を一律 

１０万円アップしました。 
2,000世帯未満 13 万円   

2,000世帯以上 13 万 5千円 

世帯割 ＠360円×世帯数 － 

 

２ 町会イベント助成 

種類 限度額 補助率 内容 

（１）通常イベント事業 10 万円×2回 2/3 盆踊り、子供会、餅つき大会等 

（２）大規模イベント事業 20万円 － 

通常イベント事業のうち、事業費が５

０万円を超える大規模イベントの特例

として限度額を２０万円に拡大 

（３）次世代育成事業 10 万円×1回 2/3 先進町会の視察、デジタル化研修等 

（４）熱中症対策事業 

通常イベント及び

次世代育成事業

は２万円、大規模

イベント事業は４

万円 

１０/１０ 

・夏季（５月１日～１０月３１日）に実施

するイベントで、上記（１）（２）（３）を申

請する場合、熱中症対策費用を上限

２万円まで実費で補助 

・対象は、大型扇風機、ミストファン、

ネッククーラー、ファンベスト、飲料水

など熱中症対策に資するもの全般 

（５）食品を取り扱う、不特定 

多数の方を対象とする事業 

1 施設等につき 

2 万 4千円 

（5 施設等まで） 

10/10 
保健所の指導に基づき、必要となるテ

ント類及び給排水設備 

※上記（４）（５）は単独では申請できません。（１）（２）（３）とセットで申請していただきます。 

※上記（５）を申請する場合、各区民事務所長、荒川地域事務係長まで事前にご相談ください。 

61



 

 

 

 

 

 

 

３ 町会法人化助成（認可申請に係る総会開催費、登録免許税相当額、登記費用等） 

種類 限度額 補助率 内容 

（１）一般登記助成 45万円 1/2 
区長の認可を得て法人格を取得することにより、不

動産登記等が可能。 

（２）特例登記 100 万円 1/2 
平成２７年の地方自治法改正により創設された特

例登記に対する助成制度。 

 

４ 町会事務所建設等助成 

種類 限度額 補助率 内容 

（１）建設、増改築、修繕 1000万円 1/2 
・令和元年度から限度額５００万円アップ 

・事業費１００万円以上 

（２）冷暖房設備設置 30万円 3/10 ・事業費３０万円以上 

（３）福祉関連設備設置 160 万円 4/5 ・事業費３０万円以上 

（４）利子補給制度 

60万円 

※年度あた

り 

－ 
・平成２６年度から実施 

・１０年間以内で、最高３００万円まで 

※（１）、（２）、（３）を合計した補助限度額は 1000万円です。 

※限度額 1000万円に達した場合、10年間は新たな補助を受けることができません。 

※既に建替資金を金融機関から借り入れ、返済中の借入金に係る利子についても、申請した年

度分から、利子補給の対象となります。 

※金融機関とは銀行・信用金庫・信用組合であって、ローン会社は含みません。 

 

【※】この他、東京都の「地域の底力発展事業助成」において、初回のみ補助率 10/10、

次年度以降 1/2、限度額 24 万円の助成制度もあります。 

（補助対象にならない経費があります。） 
 
【★】「防災・節電活動」、「高齢者等の見守り活動」、「デジタル活用支援」に繋がる事

業については、常に補助率 10/10 となります。 

（例）防災訓練、節電に関する講習会、高齢者向けサロン、 

ＳＮＳによる町会イベント配信、ＳＮＳ使い方教室等の開催等 
 

【★】補助率 1/2 となる事業の場合でも、「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会

づくり」に繋がる事業については、助成率 10/10 となります。 

  （例）防災訓練のチラシを外国語でも作成し、外国人住民に参加を呼びかけ 
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５ 町会事務所建設等助成（宝くじ助成） 

種類 限度額 補助率 内容 

（１）町会事務所の建設 

(新築又は建替え) 
1500万円 3/5 － 

（２）地域活動用備品の購入

または修繕 
250 万円 10/10 

・事業費 100 万円以上 

・助成事例：印刷機、放送機材、発電機、

町会が所有する神輿、山車等 

※東京都を経由して(財)自治総合センターに申請しますが、要件を満たしていても必ず助成さ

れるものではありません。 

６ 防災区民組織運営助成 

・【基礎額】4万円 

・【世帯割】＠40円×世帯数（住民登録世帯数） 

※危機管理課の事業ですが、地域つなぐ課の町会事務助成事業と併せて交付します。 

 

７ 地区町会連合会研修助成（各地区町会連合会に対する助成） 

種類 内容 

（１）宿泊研修助成 

・グリーンパール那須までの往復の借上げバス代（補助率 10/10） 

・グリーンパール那須宿泊費の半額助成 

（宿泊費の助成対象は 1町会当たり 3名分とする） 

（２）日帰り研修助成 ・借上げバス代全額（補助率 10/10） 

（３）町会実務担当者向け

研修会への助成につ

いて 

・地区町会連合会が、次代の町会指導者となる実務担当者を対象 

とした研修の助成 

・実務担当者向け研修会をきめ細やかに実施するため、借上バス代の 

ほか、講師謝礼や会場使用料等も助成対象 

・限度額 10万円（補助率 10/10・年１回） 

※（１）（２）はどちらか一方のみ 

 

８ 町会掲示板修繕助成金（２９年度から令和８年度まで実施予定） 

・１基あたり上限 50,000 円 ※町会事務事業助成と一緒に交付します。 

   

９ 弁護士等への法律相談等にかかる助成金 

・町会が抱える法律的な側面を持つ課題や問題点を効果的に解決するため、弁護士等への

相談等にかかる費用の一部を助成します。 

・町会等の保有する土地及び建物並びに各種の権利に関する弁護士等への法律相談等で、

次に掲げる要件を全て満たす場合に、助成の対象とします。 

 ① 町会等の総意に基づく法律相談等であること。 
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 ② 町会等の健全な活動の妨げになる事案に係る法律相談等であること。 

 ③ 個人的な紛争に係る法律相談等でないこと。 

・限度額 １７０万円（年１回） 

※法律相談にかかる法律相談料や事件着手に際して要する着手金、裁判に至った場合の裁

判上・裁判外の手数料など、各々の項目ごとに助成限度額を設け、各々の項目全てにか

かる経費の合計額に対して、１７０万円までを助成上限とします。 

 

１０ デジタル活用促進支援補助金 

【目的】 

デジタルを活用した情報発信、情報共有に取り組む町会・自治会に対し、SNS やインターネッ

ト月額料金等にかかる費用を助成します。 公式 LINE やホームページ等による地域情報の

発信、町会活動の共有等、様々な場面でデジタルを活用していくことで、地域活動がさらに充

実されることを目的とした助成金です。 
 

【交付要件】 

次のどちらかに該当すること。 

（１）町会等の活動及び地域の情報をウェブサイトまたはＳＮＳで発信している、または予定であること。 

（２）町会等の活動に供することを目的として、インターネット環境を導入している、または予定であること。  
 

【補助金額】 

１町会あたり年間６万円（補助率 10/10） 
 

【対象経費】 

公式 LINE やインターネット通信料などの月額使用料、インターネット導入に係る工事費など 

 

１１ その他（地域つなぐ課以外の主な助成制度） 

名称 内容 問い合わせ先 

（１）私道照明灯助成 

【私道照明灯維持管理補助金】  

・私道照明灯に係る年間電気料金を補助 

土木管理課 

管理係（内線 2711） 

【私道照明灯工事助成】 

・私道照明灯工事を区が実施して譲渡    

土木管理課 

設備係（内線 2736） 

（２）集団回収支援金 

・報奨金 6 円×回収量（kg） 

・支援金基礎額（年額） 60,000円 

・世帯割額（年額） 180 円 × 世帯数 

※集合住宅の町会の世帯割額（年額）84 円 

清掃リサイクル推進課 

啓発指導係（内線４４９） 
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（３）防犯カメラ補助制度 

①防犯カメラ新設補助制度 

・町会、自治会の負担額は 1/24 

（例：1 台 48 万円の防犯カメラを設置した場

合、２万円） 

②防犯カメラ維持管理補助制度 

・町会、自治会の負担額は 1/6 

（例：１台６千円で保守点検した場合、千円） 

生活安全課 

生活安全係（内線４９４） 

（４）ボウフラ駆除事業 
・駆除薬剤 1個につき 10円 

・ただし、12,000 円を上限とします。 

生活衛生課 

環境衛生係（４２６） 

（５）ねずみ駆除事業 

・ご協力謝礼として 2,000 円 

（薬剤配付実績にかかわらず、回覧板を通した

取りまとめに対しての謝礼金） 

・駆除薬剤 1個につき 10円 

生活衛生課 

環境衛生係（４２６） 

（６）防災士資格取得 

支援補助金 

【助成額】 

防災士資格取得助成に係る金額を全額補助 

 

【助成対象】 

満 18 歳以上で荒川区内に住んでおり、町会・

自治会に所属し、会長から推薦を受けた者 

 

【交付を受けた者の責務】 

・避難所開設・運営訓練に参加し、災害時の避

難所運営に協力すること 

・町会・自治会が実施する防災訓練や防災イベ

ントへの参加をはじめ、主体的に地域防災力

の向上に貢献するよう努めること 

危機管理課 

防災事業係（４１８） 
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